
（参考） 

（仮称）衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業の概要等 
 
１ 計画概要 
（１）目的 
   愛知県内では、これまでに４か所の公共関与の最終処分場が整備されてきたが、

名古屋港南５区廃棄物最終処分場及び衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場は
埋立てを終了しており、現在供用中の衣浦港３号地廃棄物最終処分場及び御船産業
廃棄物最終処分場は埋立計画期間の終了年度まで計画的に廃棄物の受入れができ
るよう搬入抑制策を講じている状況である。既設の公共関与の最終処分場の埋立て
が終了した場合、県内の廃棄物の最終処分が極めて困難な状況となることから、新
たな公共関与の最終処分場の確保が必要である。 

   また、県内の港湾では、港湾機能の強化や維持のための航路及び泊地浚渫が継続
的に求められており、発生する浚渫土砂を安定的に受け入れるための処分場の確保
が必要である。 

   以上のことから、本事業は、廃棄物の最終処分場及び浚渫土砂の処分場を設ける
ことにより、県域における安定的な廃棄物処理の確保や、県内の港湾における港湾
機能の強化や維持を図ることを目的とするものである。 

（２）事業予定者 
   愛知県 
（３）事業実施想定区域の位置 
   衣浦港外港地区（碧南市港南町地先） 
（４）事業規模 
   公有水面の埋立区域の面積約 65 ヘクタール 
   うち廃棄物の埋立処分場所の面積約 36 ヘクタール 
 
２ 手続根拠法令 
  環境影響評価法（平成９年法律第 81 号） 
 
３ 経緯 

2025 年 12月10日 配慮書の公表・縦覧（～2026 年１月 23 日）、県への送付 

 

2026 年 

12月16日 

２月16日 

審査会の開催（諮問） 

衣浦ポートアイランド部会 
 
４ 今後の対応 
  知事は、審査会の答申を踏まえ、計画段階環境配慮書について環境の保全の見地か

らの意見を事業予定者に通知する。 
  この知事意見の通知は、事業予定者からの意見聴取の求めに応じて 2026 年３月 10

日までに行う。 
 
５ 事業実施想定区域の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国土地理院の地理院地図を加工して作成 

凡例 

     事業実施想定区域 
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（仮称）衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る環境影響評価の手続の流れ 

 

 

 

 

 

   
   
   

 
 

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
   

 
 
 
 

 

計画段階環境 
配慮書の手続 

環境影響評価 
方法書の手続 

環境影響評価 
準備書の手続 

環境影響 
評価書の手続 

 

住 民 等 国土交通大臣 市   長 知   事 事業予定者 

（参考） 

環 境 大 臣 

意  見  書 

意見書（１月+２週間） 

意見書（１月+２週間） 

配  慮  書 

公告・縦覧（３０日以上） 

事業計画の策定 

方 法 書 

公告・縦覧（１月間） 

説明会の開催 

項目・手法の選定 

環境影響評価の実施 

公告・縦覧（１月間） 

説明会の開催 

工事の着手届 

評  価  書 

公告・縦覧（１月間） 

国交大臣意見 

環境大臣意見 

環境影響評価審査会諮問 

知 事 意 見 

市 長 意 見 

意 見 概 要 

知 事 意 見 

準 備 書 

意見概要・事業者見解 

環境影響評価審査会諮問 

市 長 意 見 

公聴会の開催 

知 事 意 見 

市 長 意 見 

環境影響評価審査会諮問 

現在、 

この段階 

知事（免許権者）意見 

環境大臣助言 

評価書（補正等） 

環境影響評価審査会答申 

環境影響評価審査会答申 

衣浦ポートアイランド部会 


